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○
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
第

号

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
五
十
八
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

永
野

厚
郎

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
土
地
調
整
委

員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

テキストボックス
別紙２
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改

正

後

改

正

前

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
裁
定
委
員
の
関
与
）

第
十
四
条
の
七
の
二

裁
定
委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
場
所
と

異
な
る
場
所
に
所
在
す
る
裁
定
委
員
（
裁
定
委
員
長
を
除
く
。
）
を
、
各
裁
定
委
員
及
び
事
件
関
係
人
が
映
像

と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ

て
、
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
手
続
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
審
理
の
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

（

。

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
審
理
）

第
十
四
条
の
七
の
三

裁
定
委
員
会
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
に
関
与
す
る
裁
定
委
員
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
、
第
十
五
条
の
五
及
び
第
十
五
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
件
関
係

人
の
意
見
を
聴
い
て
、
裁
定
委
員
会
及
び
事
件
関
係
人
双
方
が
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を

相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ

と
が
で
き
る

映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
審
理
）

第
十
四
条
の
七
の
二

裁
定
委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
件
関
係
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
裁
定
委
員

会
及
び
事
件
関
係
人
双
方
が
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
審
理
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

通
話
者
の
所
在
す
る
場
所
及
び
そ
の
状
況
が
当
該
方
法
に
よ
つ
て
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

通
話
者
の
所
在
す
る
場
所
及
び
そ
の
状
況
が
当
該
方
法
に
よ
っ
て
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。

４

前
項
の
手
続
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
理
の
調
書
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
理
の
調
書
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
進
行
協
議
）

（
進
行
協
議
）

第
十
四
条
の
八

［
略
］

第
十
四
条
の
八

［
同
上
］

２

裁
定
委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
件
関
係
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
裁
定
委
員
会
及
び
事
件
関
係

人
双
方
が
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
進
行
協
議
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
裁
定
委
員
会
は
、
映
像
の
送
受
信
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
及
び
事
件
関
係
人
双
方
が
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

裁
定
委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
件
関
係
人
の
意
見
を
聴
い
て
、
裁
定
委
員
会
及
び
事
件
関
係

人
双
方
が
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法
に
よ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
進
行
協
議
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
裁
定
委
員
会
は
、
映
像
の
送
受
信
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
及
び
事
件
関
係
人
双
方
が
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
裁
定
委
員
会
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

通
話
者
の
所
在
す
る
場
所
及
び
そ
の
状
況
が
当
該
方
法
に
よ
つ
て
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の

二

通
話
者
の
所
在
す
る
場
所
及
び
そ
の
状
況
が
当
該
方
法
に
よ
っ
て
手
続
を
実
施
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
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で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

５

裁
定
委
員
会
は
、
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
職
員
に
命
じ
て
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

５

裁
定
委
員
会
は
、
進
行
協
議
に
お
け
る
手
続
を
行
う
と
き
は
、
委
員
会
の
事
務
局
の
職
員
に
命
じ
て
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
の
十
一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
提
出
は
、
裁
定
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に

は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
の
十
一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
提
出
は
、
裁
定
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に

は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
文
書
等
の
写
し
の
提
出
を
す
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
審
理
の
期
日
外
の
調
査
の
た
め
の
処
分
）

第
十
五
条
の
二
の
二

第
十
四
条
の
七
の
三
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
参
考
人
の
審
問
）

第
十
五
条
の
五

裁
定
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
次
項
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
参
考
人
の
審
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

参
考
人
の
住
所
、
年
齢
又
は
心
身
の
状
態
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
参
考
人
が
審
理
廷
に
出
頭
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

二

事
案
の
性
質
、
参
考
人
の
年
齢
又
は
心
身
の
状
態
、
参
考
人
と
事
件
関
係
人
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人

と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
参
考
人
が
裁
定
委
員
長
及
び
事
件
関
係
人
が
参
考
人
を
審
問
す
る
た
め

に
在
席
す
る
場
所
に
お
い
て
陳
述
す
る
と
き
は
圧
迫
を
受
け
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
場
合

三

事
件
関
係
人
に
異
議
が
な
い
場
合

２

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
審
問
は
、
事
件
関
係
人
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
事
件
関
係
人
及
び
参
考
人
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
参
考
人
を
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
所

で
あ
つ
て
裁
定
委
員
会
が
相
当
と
認
め
る
場
所
に
出
頭
さ
せ
て
す
る
。

一

事
件
関
係
人
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
の
在
席
す
る
場
所
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
が
事
件
関
係
人
双
方
の
在
席
す
る
場
所
で
あ
る
と
き
又
は
事
件
関

係
人
本
人
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
が
当
該
場
所
に
在
席
す
る
こ
と
に
つ
き
事
件
関
係
人
に
異
議
が
な
い
と
き

を
除
く
。

二

参
考
人
の
陳
述
の
内
容
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
裁
定
委
員
会
が
認
め
る
者
の
在
席
す

る
場
所
で
な
い
こ
と
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
参
考
人
を
審
理
廷
所
在
地
に
出
頭
さ
せ
て
前
項
の
方
法
に
よ
る

審
問
を
す
る
と
き
は
、
裁
定
委
員
長
及
び
事
件
関
係
人
が
参
考
人
を
審
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

場
所
に
そ
の
参
考
人
を
在
席
さ
せ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
審
問
を
す
る
場
合
に
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
出
さ
れ
た
文
書
の
画
像
情
報
そ
の
他
の
審
問
の
実
施
に
必

［
新
設
］
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要
な
情
報
を
同
項
の
参
考
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

５

第
十
四
条
の
七
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
審
問
を
す
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
事
件
関
係
人
の
審
問
）

第
十
五
条
の
六

前
条
の
規
定
は
、
事
件
関
係
人
の
審
問
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
鑑
定
人
の
意
見
）

第
十
五
条
の
七

裁
定
委
員
会
は
、
鑑
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と

き
は
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

法
に
よ
つ
て
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
鑑
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
事
件
関
係
人
の
意
見
を
聴
い

て
、
鑑
定
人
を
裁
定
委
員
会
が
相
当
と
認
め
る
場
所
に
出
頭
さ
せ
て
こ
れ
を
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
鑑
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
提
出
さ
れ
た
文
書
の
画
像
情
報
そ
の
他

の
手
続
の
実
施
に
必
要
な
情
報
を
同
項
の
鑑
定
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
し
て
閲
覧
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
十
四
条
の
七
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
鑑
定
人
に
意
見

を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
参
考
人
の
宣
誓
）

第
十
六
条
の
二

参
考
人
の
宣
誓
は
、
審
問
の
前
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る

と
き
は
、
審
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
宣
誓
の
方
式
）

第
十
六
条
の
二

事
件
関
係
人
、
参
考
人
又
は
鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
審
問
の
前
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
審
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
一
項
の
宣
誓
は
、
裁
定
委
員
長
が
、
参
考
人
に
対
し
、
良
心
に
従
つ
て
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
ず
、

ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
述
べ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
参
考
人
が
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
定
委
員
長
は
、
参
考
人
に
宣
誓
書
（
良
心
に
従

つ
て
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
署
名
さ
せ
、
委
員
会
の
職
員
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

裁
定
委
員
長
は
、
事
件
関
係
人
、
参
考
人
又
は
鑑
定
人
に
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
件
関
係
人
、
参
考
人
又
は
鑑
定
人
が
宣
誓
書
を
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
裁
定
委
員
長
は
、
委
員
会
の
職
員
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

裁
定
委
員
長
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
署
名
に
代
え
て
、
宣
誓
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解
し
た
旨
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

事
件
関
係
人
又
は
参
考
人
の
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
つ
て
真
実
を
述
べ
、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
事

も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

裁
定
委
員
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、
虚
偽
の
陳
述
に
対
す
る
罰
を
告
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

鑑
定
人
の
宣
誓
書
に
は
、
良
心
に
従
つ
て
誠
実
に
鑑
定
を
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
削
る
］

６

裁
定
委
員
長
は
、
宣
誓
の
前
に
、
宣
誓
の
趣
旨
を
説
明
し
、
か
つ
、
虚
偽
の
陳
述
又
は
鑑
定
に
対
す
る
罰
を

告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
削
る
］

７

鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
宣
誓
書
を
裁
定
委
員
会
に
提
出
す
る
方
式
に
よ
つ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
け
る
裁
定
委
員
長
に
よ
る
宣
誓
の
趣
旨
の
説
明
及
び
虚
偽
の
鑑
定
に
対
す
る
罰
の
告
知
は
、
こ
れ
ら
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の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
鑑
定
人
に
送
付
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

（
事
件
関
係
人
の
宣
誓
）

第
十
六
条
の
三

前
条
の
規
定
は
、
事
件
関
係
人
の
宣
誓
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
鑑
定
人
の
宣
誓
）

第
十
六
条
の
四

鑑
定
人
の
宣
誓
は
、
裁
定
委
員
長
が
、
鑑
定
人
に
対
し
、
良
心
に
従
つ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ

と
を
誓
う
旨
を
述
べ
さ
せ
る
方
式
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
宣
誓
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
式
に
よ
つ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
け
る
裁
定
委
員
長
に
よ
る
宣
誓
の
趣
旨
及
び
虚
偽
の
鑑
定
に
対
す
る
罰
の
告
知
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記

載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
鑑
定
人
に
送
付
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
。

一

宣
誓
書
（
良
心
に
従
つ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
鑑
定
人
が
署
名
し
て
裁
定
委
員
会
に
提
出
す
る
方
式

二

鑑
定
人
が
署
名
し
た
鑑
定
人
の
宣
誓
書
の
画
像
情
報
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

裁
定
委
員
会
に
提
出
す
る
方
式

３

第
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
鑑
定
人
の
宣
誓
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

（
写
真
の
撮
影
等
の
制
限
）

第
二
十
五
条

法
第
一
条
各
号
の
処
分
に
関
す
る
手
続
の
期
日
及
び
期
日
外
に
行
う
手
続
に
お
け
る
写
真
の
撮

影
、
速
記
、
録
音
、
録
画
又
は
放
送
は
、
手
続
の
主
宰
者
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

［
新
設
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。




